
別表２（第３関係）

品目別輸出促進緊急対策事業に係る交付決定者

事業実施主体の区分 交付決定者

コメ・コメ加工品輸出特別支援事業の事業実施主体 農林水産大臣

青果物輸出特別支援事業の事業実施主体 農林水産大臣

日本産花き輸出促進緊急対策事業の事業実施主体 農林水産大臣

茶輸出特別支援事業の事業実施主体

茶産地海外展開支援事業の事業実施主体 地方農政局長（沖縄県に

輸出相手国における日本茶プロモーション活動強化支援事業 あっては内閣府沖縄総合事

の事業実施主体 務局長）

新たな抹茶加工技術の実証支援事業の事業実施主体

輸出相手国における残留農薬基準の設定支援事業の事業実施 農林水産大臣

主体

農産物輸出コスト低減対策特別支援事業の事業実施主体

輸出相手国の規制に適合した低コスト防除体系や低コスト資 農林水産大臣

材の利用技術の実証支援事業の事業実施主体

輸出を目指す産地間での農業機械シェアリングの導入促進支

援事業の事業実施主体

輸出に取組む産地の低コスト生産技術や品質・規格の均一化

の指導支援事業の事業実施主体

青果物低コスト・安定輸送技術導入実証支援事業の事業実施 地方農政局長（沖縄県に

主体 あっては内閣府沖縄総合事

務局長）

畜産物輸出特別支援事業の事業実施主体 農林水産大臣

木材製品輸出特別支援事業の事業実施主体 農林水産大臣

水産物輸出促進緊急推進事業の事業実施主体 農林水産大臣


